
職場健診を受診した方へ

帯広市国民健康保険では、４０～７４歳の加入者の方に「特定健診」の受診
をお勧めしていますが、職場健診（事業主健診）の対象となっている方は、職場
健診が優先となっており、「特定健診」をあらためて受ける必要はありません。

職場健診には「特定健診」の検査項目が含まれており、職場健診の結果を国
保課に提出いただくことで、特定健診を受診したことに代えられます。

「特定健診」として受診することで、結果に合わせた保健指導が利用でき、生
活習慣の改善など自らの健康づくりに役立ちます。

職場健診の結果が通知されたら、下記の問診票に記入し、職場健診の結果
票とともに国保課へ持参していただくか、コピーを郵送してください。


